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「活気ある公園づくり事業企画運営業務委託」 

提案競技募集要項 

 

1. 名称 

活気ある公園づくり事業企画運営業務委託 

 

2. 目的 

福岡市では，平成 25 年 6 月策定の「行財政改革プラン」の中で，取組みの一つとして

「市民の納得と共感」を掲げ，社会構造の変化に対応した地域との共働，ＮＰＯな

どとの共働によるまちづくりを推進することとしています。公園の維持管理，運

営においても市民との共働を推進する必要があり，中でも幼児公園，街区公園，近

隣公園については，住民にとって身近な公園であることから，今後地域の協力が一層求

められます。 
このような中，福岡市では平成 22 年度から 24 年度にかけて，福岡市共働事業提案事

業（市民局）により，南区役所（維持管理課）と NPO との共働で，活気ある公園づくり

を目的として，南区の 125 公園の実態調査・評価を行うとともに，各校区が持つ公園に

ついての課題の掘り起しとその解決に向けたワークショップ等を行い，その成果を「住

民による活気ある公園づくりの参考書」にまとめました。この取り組みは，身近な公園

を地域住民と共働で管理運営するための先進的取り組みであり，全市的な展開が望まれ

ています。 

本事業は，身近な公園を使いやすく活気ある公園とするため，ワークショップの実施

等により地域住民の自主的なルールづくりや運営を支援し，公園に対する満足度を向上

させることを目的とするものです。 

 

3. 委託業務概要 

別紙 1「活気ある公園づくり事業企画運営業務委託 仕様書案」とします。 

 

4. 委託期間 

平成 26 年度，27 年度及び 28 年度の 3 か年度とし，年度毎の契約とします。 

ただし，平成 27 年度及び 28 年度については，各年度の予算成立を前提とします。 

 

5. 業務委託予算上限額 

9,000 千円（税込） 

（内訳）平成 26 年度：3,000 千円（税込） 

    平成 27 年度：3,000 千円（税込） 

    平成 28 年度：3,000 千円（税込） 

※ただし，平成 27 年度及び 28 年度については各年度の予算成立を前提とします。 
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6. 応募資格 

応募資格は，次のすべてを満たすものとします。 

（１） 福岡市内に本店または支店・営業所を有する法人であること。 

（２） 地方自治法施行令第 167 条の 4第 1項に該当する者ではないこと。 

（３） 本市から地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当するとし

て，競争入札参加資格認定を取り消された者で，取消期間中の者でないこと。 

また，その者を代理人，支配人，その他使用人又は入札代理人として使用する

者でないこと。 

（４） 市町村税，消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められないこと。 

（６） 公募開始日から最優秀提案者決定の日までの間に，福岡市競争入札参加停止等

措置要領別表第１，別表第２及び別表第３に該当していないこと。 

なお，最優秀提案者に選出された場合であっても，契約締結までの間に，福岡

市競争入札参加停止等措置要領別表第１，別表第２及び別表第３に該当した場

合は，契約の相手方としないことがある。 

（７） 役員等が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規

定する団体の構成員又は第 6 号に規定する暴力団員が経営する法人若しくは暴

力団員が実質的に経営する法人若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する法

人若しくはこれらに準じる者ではないこと。 

（８） 共同参加の場合は，各共同参加者が(1)～(7)を全て満たし，本募集への単独又

は他の共同参加を行っていないこと。 

 

7. スケジュール 

① 説明会    平成 26 年 11 月  6 日（木）16 時から 

② 参加申込締切   11 月 10 日（月）11 時まで 

③ 質問締切  11 月 12 日（水）11 時まで 

④ 提案締切  11 月 19 日（水）11 時まで 

⑤ プレゼンテーション  11 月 26 日（水）（予定） 

⑥ 事業者決定   11 月 28 日（金）（予定） 

⑦ 契約締結   12 月 1 日（月）（予定） 

 

8. 説明会の開催 

本提案競技に関する説明会を以下のとおり開催しますので，基本的に出席してください。 

○ 日 時 平成 26 年 11 月 6 日（木）16：00～17：00 

○ 場 所 福岡市役所４階 住宅都市局会議室（議会棟側） 

     （福岡市中央区天神１丁目８番１号） 

○ 備 考 説明会への参加希望者は，平成 26 年 11 月 4 日（火）17：00 までに，法人

名・参加人数を電子メールにて連絡してください。 

  【連絡先】 福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課 

   E-Mail：midorisuishin.HUPB@city.fukuoka.lg.jp 
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9. 質疑 

 提案を行うにあたり疑義が生じた場合は，平成 26 年 11 月 12 日（水）午前 11 時ま

でに，別紙３「質問書」に記載の上，電子メールで提出してください。 

 受け付けた質問については，随時（平成 26 年 11 月 14 日頃まで），市ホームページ

において回答を掲載します。 

   【提出先】 福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課 

      E-Mail：midorisuishin.HUPB@city.fukuoka.lg.jp 

【ＨＰアドレス】

http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/ryokkasuishin/business/kakkiarukouen.

html 

 

10. 参加申込み 

本提案競技に参加する場合は，下記のとおり参加申し込みをお願いします。 

（１） 提出期限・提出方法 

平成 26 年 11 月 10 日（月）午前 11 時までに，持参，郵送（必着）または電子メ

ールで提出してください。 

（２） 提出先 

〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目 8 番１号 福岡市役所４階 

福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課 

E-Mail：midorisuishin.HUPB@city.fukuoka.lg.jp  

（３） 提出書類 

 別紙２「提案競技参加申込書」 

応募資格確認のため，下記の資料を添付してください。なお，②～④については，

福岡市の「平成 25・26・27 年度登録業者名簿」に登録されている事業者は提出不要

です。 

①法人概要（書式は自由，事業概要が分かるパンフレットでも可） 

②福岡市税に係る徴収金に滞納がないことの証明 

③消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明 

④法人登記簿（現在事項全部証明書） 

 

11. 提案書の提出 

（１） 提出書類 

別紙４に示す内容を全て記載した提案書を，全体で５枚以内（Ａ３横使い，横書

き，片面印刷，表紙は含まない）にまとめて提出してください。 

（２） 提案書の提出期限・提出方法 

平成 26 年 11 月 19 日（水）午前 11 時までに，持参または郵送（必着）で提出し

てください。 

（３） 提出先 

福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課 

 （福岡市中央区天神１丁目 8 番１号 福岡市役所４階） 
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（４） 提出部数 

   １０部 

（５） その他 

・提案書は，全体にわたって提案者が特定できないようにしてください。 

・特別な理由なく提出期限に遅れた場合は，失格となります。 

・提案書の作成にかかる費用は，提案者の負担となります。 

・提案書の提出後の内容変更は認めません。 

 

12. 審査 

（１） 審査項目 

福岡市が設置する審査委員会において，別紙５ の審査項目により，総合的に審

査を行います。 

（２） 提案説明（プレゼンテーション） 

審査委員会では，当該業務に専任で従事する責任者によるプレゼンテーションを

行っていただきます。 

○日時 平成 26 年 11 月 26 日（水）10:00～12:00（予定） 

○場所 福岡市役所４階 住宅都市局会議室（議会棟側） 

○内容 １団体 10 分のプレゼンテーション，10 分の質疑応答 

○備考 ・提出された提案書のみで行い，追加の資料及びパソコンを使用した説

明は不可とします。 

・プレゼンテーションの最終的な日時・場所については，提案提出後に

応募者に通知します。 

（３） 審査 

審査委員会で，提案書及びプレゼンテーションの内容を総合的に審査し、最も優

秀な提案を行った団体を最優秀提案者として選考します。 

（４） 結果通知 

選考結果は，審査後，速やかにそれぞれの提案者に通知します。 

 

13. 契約 

審査結果に基づき，福岡市は最優秀提案者とその提案内容をもとに最終的な仕様等を

決める協議を行い，業務委託契約手続きを行います。なお，契約締結に至らない場合は，

次点の提案者と業務委託契約手続きを行います。 

 

14. その他 

 ・提出された提出物等一切の書類は返却しません。 

 ・提案書等に関する著作権は，これを提出した提案競技参加者に帰属します。 

 ・提案書の提出は，１事業者につき 1 案とします。 

 ・提出書類に虚偽の記載があった場合は，参加を無効とします。 

 ・本提案競技は，事業者の選定を目的としたもので，契約締結後の業務において，必

ずしも事業予定者の提案に沿って実施するものではありません。 
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・提出書類は，本事業の採択に関する審査以外の目的で提案者に無断で使用することはあ

りません。 

・提出書類は，福岡市情報公開条例第 7 条に定める非公開情報（個人情報や法人等の

利益を害するおそれがある情報など）を除き，情報公開の対象になります。 

 

15. 連絡先 

 福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課 

  担当：井上・田中 

  T E L ：０９２－７１１－４４２４ 

  F A X ：０９２－７３３－５５９０ 

  E-Mail：midorisuishin.HUPB@city.fukuoka.lg.jp  

 


